
 

 

前橋都市計画地区計画の変更（前橋市決定） 

都市計画千代田町三丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名称 千代田町三丁目地区地区計画 

位置 前橋市千代田町三丁目の一部 

面積 約０．６ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発 

及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、前橋市の中心市街地の一部として位置づけられているが、モ

ータリゼーションの進展や定住人口の郊外化等により、従来の機能を失い

つつある。 

 そこで、にぎわいと魅力ある中心市街地の再生を目指し、土地区画整理

事業による合理的な土地利用や都市機能の更新を図ると共に隣接する広瀬

川河畔の自然環境と調和した都市空間の形成を目標とする。 

土地利用の方針 
 本地区は、広瀬川河畔の景観に配慮して低層・中層の建築物等を基調と

すると共に居住環境保全にも配慮した土地利用を図る。 

地区施設の整備

方針 

 本地区は土地区画整理事業により、道路、緑地を適正に配置すると共に

道路照明 、道路舗装、緑地施設等を景観に配慮した整備を行うことから、

これらの機能と環境が損なわれないよう維持・保全を図り、魅力的な都市

空間を有する中心市街地の形成を図る。 

建築物等の整備

の方針 

 良好で魅力的な中心市街地の形成を図り、広瀬川河畔の景観形成に配慮

した建築物等の整備を行うため、建築物等の用途の制限や、建築物等の高

さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限を行う。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途

の制限 

 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

１．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項、第６項から第１１項まで及び第１３項のい

ずれかに該当する営業の用に供するもの 

２．勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 

３．自動車教習所 

４．倉庫業を営む倉庫 

５．畜舎 

建築物等の高さ

の最高限度 
１６ｍ 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

１．建築物等の形態、色彩その他の意匠は、周辺環境に調和するものとす

る。 

２．屋外広告物は、美観及び周辺環境を損なう恐れのないものとする。 

備考  

「区域は計画図表示のとおり」 

  



 

 

理 由 書 

 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、

変更を行うもの。 

 


